
平均給料月額
（百円）※5

平均給料月額
（百円）※5

1 宇 都 宮市 102.1 1 102.1 101.5 3,710 3,291 1,941 3,705 3,303 3,281

2 足 利 市 99.9 3 － 99.3 3,505 3,212 630 3,387 3,138 1,131

3 栃 木 市 99.5 8 99.5 98.9 3,601 3,255 856 3,401 3,094 1,377

4 佐 野 市 97.5 19 － 97.0 3,550 3,270 579 3,413 3,166 1,053

5 鹿 沼 市 99.3 9 99.3 98.7 3,548 3,197 499 3,440 3,114 879

6 日 光 市 99.0 13 － 98.4 3,571 3,328 585 3,439 3,208 982

7 小 山 市 99.6 6 99.6 99.0 3,370 3,048 665 3,359 3,060 1,142

8 真 岡 市 99.2 11 99.2 98.6 3,612 3,289 350 3,519 3,222 467

9 大 田 原市 99.0 13 99.0 98.5 3,496 3,080 408 3,464 3,086 582

10 矢 板 市 99.9 3 － 99.3 3,484 3,199 187 3,409 3,165 260

11 那須塩原市 99.6 6 － 99.0 3,361 3,110 534 3,274 3,063 808

12 さ く ら市 98.7 15 － 98.2 3,213 2,990 240 3,156 2,951 329

13 那須烏山市 99.8 5 － 99.2 3,235 3,060 184 3,256 3,062 249

14 下 野 市 99.3 9 99.3 98.6 3,709 3,193 254 3,608 3,142 382

100.0 3,551 3,213 565 3,476 3,165 923

15 上 三 川町 97.9 18 － 97.2 3,028 2,825 158 3,034 2,851 215

16 益 子 町 95.8 24 － 95.3 3,188 2,984 119 3,154 2,974 152

17 茂 木 町 96.7 22 － 95.8 3,294 3,114 108 3,285 3,115 137

18 市 貝 町 98.2 17 － 97.6 3,117 2,956 75 2,979 2,856 111

19 芳 賀 町 101.2 2 － 100.5 3,252 3,048 106 3,226 3,057 157

20 壬 生 町 98.7 15 － 98.1 3,481 3,200 179 3,369 3,117 245

21 野 木 町 99.1 12 99.1 98.4 3,348 2,969 133 3,283 2,928 175

22 塩 谷 町 96.9 21 － 96.5 3,050 2,841 81 3,038 2,858 124

23 高 根 沢町 97.2 20 － 96.6 3,370 3,130 132 3,351 3,129 181

24 那 須 町 95.7 25 － 95.0 3,048 2,854 171 3,000 2,844 282

25 那 珂 川町 96.1 23 － 95.5 3,182 3,022 139 3,089 2,947 206

97.8 3,223 2,999 127 3,166 2,970 180

99.7 3,501 3,181 373 3,435 3,139 596

平成29年ラスパイレス指数・平均給与月額・職員数（平成29年4月1日現在）

№ 市町村名

一般行政職 （参考：全職種合計）

ラスパイレ
ス指数※1

順位

地域手当補
正後ラスパ
イレス指数
※2

ラスパイレス
指数に指定職
を含めた場合
の試算値※3

平均給与月額
（国ベース）
（百円）※4

※1 「ラスパイレス指数」は、地方公務員と国家公務員の給与水準を、国家公務員の職員構成を基準として、学歴別、経験年数別に平均給料月額
　　を比較し、国家公務員の給料月額を１００とした場合の地方公務員の給与水準を示したものである。

※2 「地域手当補正後ラスパイレス指数」は、各市町の地域手当支給率と国の地域手当支給率に基づき補正したラスパイレス指数である。

※3 「ラスパイレス指数に指定職を含めた場合の試算値」は、比較している国家公務員の人員及び給与水準について、行政職俸給表（一）適用職
　　員の他に指定職俸給表適用職員を合算したものである。
　
※4 平均給与月額は、平均給料月額と諸手当月額を合計したものであるが、「平均給与月額（国ベース）」は、比較のため国家公務員と同じベー
　　ス（時間外勤務手当、特殊勤務手当等を除いたもの）で算出したものである。

※5 「平均給料月額」は、給料月額に給料の調整額を含めたものであり、諸手当月額を含んでいない。
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